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船舶検査心得の一部が改正され、空中線電力 5W型の簡易型国際 VHFがマリン VHFと同様に船
舶安全法上の一般通信用無線電信等として取り扱うこととし、平成 22年 6月 15日付で施行された。 

１．背景 

昨年10月、船舶共通通信システムを普及させる目的で、小型船舶が任意に設置する安価な国際
VHFの無線機器を導入することができるように、電波法上の取り扱いに関する規制緩和がなされ
た。 
当該無線機器（5W出力型VHF無線電話）は、従来から、船舶安全法上の一般通信用無線電信

等と認められているマリンVHFと同等以上の性能を有することから、今般、当該無線機器をマリ
ンVHFと同様に扱って差し支えないこととするため、船舶検査心得の一部改正を行った。 
また、小型船舶に搭載される救命設備の代替措置に係る無線設備の設置規定についても同様の見

直しを行なった。 

２．改正の概要 
(船舶設備規程心得) 

船舶設備規程第311条の22において、船舶には、航行する水域に応じた無線設備の設置が義
務付けられている。A2水域又はA1水域のみを航行する船舶については、一般通信用無線電信等
を搭載した場合にはMF無線電話の搭載を免除できることとなっており、一般通信用無線電信等
の要件が船舶検査心得に規定されている。 
船舶検査心得には、二時間限定沿海船又は平水区域を航行区域とする船舶について、一般通信

用無線電信等としてマリンVHFが規定されているところ、新たに、5W出力型VHF無線電話をマ
リンVHFと同等のものとして追加した。 

(小型船舶安全規則心得) 
小型船舶安全規則第58条において、船舶の航行する水域に応じ、備え付けるべき救命設備の
数量が規定されている。 
小型船舶安全規則第58条第2項第1号ロにおいては、二時間限定沿海小型船舶について、「非
常の際に付近の船舶その他の施設に対し必要な信号を有効確実に発信できる設備であって国土

交通大臣が定めるもの」を搭載していれば、小型船舶用膨張式救命いかだ又は小型船舶用救命浮

器の備え付けを省略できることとなっている。 
当該設備については、告示及び船舶検査心得において、「非常の際に陸上との間で有効かつ確

実に通信を行うことができる無線電話」のーつとして、マリン VHF が規定されているところ、
新たに、5W型 VHF無線電話をマリン VHFと同等のものとして追加した。 

３．スケジュール 
施行日：平成 22年 6月 15日 


